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連合北海道札幌地区連合会／さっぽろ 労働相談センター 
札幌圏雇用センサス  ２０１０年０6月の相談状況 

「労働者の犠牲なき景気回復を求めます！」 
 
１．労働相談の概況について 
 （１）相談件数について 参照資料－１ 「２０１０年６月 月別労働相談処理状況」 
             参照資料－２ 「２０１０年６月 相談者数（雇用形態別・男女別、業種別）処理内容」 
             参照資料－３ 「２０１０年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                    「２０１０年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 

 
相談者数は７３人、相談件数は１４４件となりました。対昨年同月比では－２５人・－１１件となりま

した。一人当たりの相談件数では１．９７件となり昨年同月を０．３９ポイント上回っています。 
対前月比では－２人・＋１１件となり一人当たりの件数は＋０．２０ポイントとなっています。 

    相談者数では、昨年同月・前月との比較ではともに下回ったものの、一人当たりの相談件数では昨年同

月・前月を大きく上回る結果となっています。 
 

【相談者数・相談件数・一人当たり相談項目数の比較】 
年 

項目       
相談者（人） 相談件数（件） 一人当たり相談件数（件） 

２０１０年 ６月 ７３人 １４４件 １．９７件 
２００９年 ６月 ９８人 １５５件 １．５８件 
２０１０年 ５月 ７５人 １３３件 １．７７件 

 
 （２）雇用形態別相談者数及び件数について  
              参照資料－３ 「２０１０年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                     「２０１０年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 

相談者数７３人の内訳は、社員３７、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・季 
節・派遣）３４人、不明２人となっており、男女比では男性３５人・女性３８人となっています。 
相談件数の内訳では、社員８２件、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・季節・ 

派遣）５９件、不明３件となっています。男女比では男性６８件、女性７６件となっています。 
【雇用形態別 相談者数（人）】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 
男 ２２ ２ ２ ８ ０ ０ ０ １ ３５ 
女 １５ ２ １５ ４ ０ ０ １ １ ３８ 
計 ３７ ４ １７ １２ ０ ０ １ ２ ７３ 

 
【雇用形態別 相談件数（各上段）と一人当たり相談件数（各下段）】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 
46 6 4 10 0 0 0 2 68 

男 
2.09 3.00 2.00 1.25 0.00 0.00 0.00 2.00 1.94 

36 6 24 8 0 0 1 1 76 
女 

2.40 3.00 1.60 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 
82 12 28 18 0 0 1 3 144 

計 
2.22 3.00 1.65 1.50 0.00 0.00 1.00 1.50 1.97 

 
一人当たりの件数では、社員２．２２件、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・季 

節・派遣）１．７４件となっています。男女比では男性１．９４件、女性２．００件となっています。 
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 相談者数を男女比でみた場合はほぼ同数となっていますが、雇用形態別にみると男性は社員に女性は社

員とパートタイマーに相談者が集中しています。また相談件数をみると男女ともに社員が最多となってお

り女性パートタイマーの相談件数も高数値となっています。一人当たり件数をみた場合では、男女共に社

員と契約の数値が2.00以上の高数値となっていて、契約期間の長い労働者に問題がおおくなっている傾向

にあります。 
 
（３）業種別相談状況について   参照資料－４「２０１０年 業種別 相談者数 月別集計」 

                    「２０１０年 業種別 相談件数 月別集計」 
業種別相談状況による相談者数と相談件数の分布は次の通りです。 
 

「卸・小売業・飲食店」  ２０人（相談件数３８件 １．９０件／一人） 
「その他サービス業」   １６人（   同３４件 ２．１３件／一人） 
「建設・設計・重機業」  ５人（   同１１件 ２．２０件／一人） 
「食品加工業」      ４人（   同 ９件 ２．２５件／一人） 
「陸運・倉庫業」     ４人（   同 ８件 ２．００件／一人） 
「商品斡旋・リース業」  ３人（   同 ５件 １．６７件／一人） 
「金融保険・不動産業」  ３人（   同１２件 ４．００件／一人） 
「医療・福祉・医薬品業」 ３人（   同 ３件 １．００件／一人） 
「交通業」        ２人（   同 ３件 １．５０件／一人） 
「製造業」        １人（   同 ３件 ３．００件／一人） 
「エネルギー・水道業」  １人（   同 ３件 ３．００件／一人） 
「ビル管理業」      １人（   同 １件 １．００件／一人） 
「労働者派遣業」     １人（   同 １件 １．００件／一人） 
「教育・学校」      １人（   同 ２件 ２．００件／一人） 
「公務・公共サービス」  １人（   同 ３件 ３．００件／一人） 
「分類不能」       ７人（   同 ８件 １．１４件／一人） 

 
相談者数では、「卸・小売業・飲食店」と「その他サービス業」が突出しています。この２業種も含めて

２０分類中１６分類の業種から相談がよせられています。 
一人当たりの相談件数では、「金融保険・不動産業」が突出していますが、相談者数の多い「卸・小売業・

飲食店」と「その他サービス業」でも２．００に近い高数値となっています。 
 
（４）相談内容について   

              参照資料－５ 「２０１０年 主要相談項目別 相談者数 月別集計」 
              参照資料－６ 「相談件数 （雇用形態別・相談項目別）」 

賃金関係の相談は賃金未払いと残業手当不払い及び割増賃金の不払いに特化しています。 
雇用関係では、すべて退職関連の内容となっていますが、解雇・退職強要・契約打ち切りと合理化・倒

産・閉鎖問題となっています。労働契約関係では、就業規則・雇用契約と配転・出向が主となり保険・税

関系では雇用労災保険・健康保険・厚生年金の項目となっています。 
差別では嫌がらせ・パワハラ、に特化しています。 
 
① 相談内容の相談者数と相談件数の分布は以下の通りです。 
  賃金関係      ２０人   ３２件 
  雇用関係      １０人   １８件 
  労働契約関係     ９人   ２６件 
  保険・税関係     ７人    ９件 
  差別など       ６人   １２件 
  退職関係       ６人   １１件 
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  労働時間関係     ５人   １３件 
  経営問題・労務管理  ５人   １２件 
  労働組合関係     ３人    ６件 
  安全衛生       ２人    ５件 

          合 計   ７３人  １４４件 
 
    ② 相談内容と雇用形態の内容を検証すると下表のように分布しています。 

社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 雇用形態 
 
相談内容 別相談件数 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

賃金関係 12 8 1 0 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 19 13 
労働契約関係 8 4 1 1 1 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 
保険・税関係 1 2 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 
雇用関係 4 4 2 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 
労働組合関係 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 
労働時間関係 5 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 
経営問題・労務管理 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
差別など 2 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 
安全衛生 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 
退職関係 4 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 

46 36 6 6 4 24 10 8 0 0 0 0 0 1 2 1 68 76 
合   計 

82 12 28 18 0 0 1 3 144 
    「社員」・「契約」・「パート」に相談が集中しておりその中でも「社員」が異常に高くなっています。 

「社員」の抱える相談項目が82件と相談件数全体の５６．９％を締めています。 
 
 （５）違法件数について   参照資料－４「２０１０年 業種別 相談者数 月別集計」 

                  「２０１０年 業種別 相談件数 月別集計」 
                参照資料－７「２０１０年６月 違法件数（雇用形態別・相談項目別）」 
                参照資料－８「２０１０年 相談項目別違法件数 月別集計」 
                参照資料－９「２０１０年 相談項目別違法件率 月別集計」 

７３名から寄せられた１４４件の相談中、違法と判断される項目は７８件となっています。５４．２０％ 
が違法という状況です。７８件の主要な内訳は次の通りです。 

【項目別違法件数の分布】 
項  目 違法件数 違法率 全相談件数 

賃金関係 ２５件 ７８．１％ ３２件 
労働契約関係 １２件 ４６．２％ ２６件 
保険・税関係 ６件 ６６．７％ ９件 
雇用関係 ７件 ３８．９％ １８件 
労働時間関係 ６件 ４６．２％ １３件 
経営問題・労務管理 ６件 ５０．０％ １２件 
安全衛生 ４件 ９０．０％ ５件 
差別など ７件 ５８．３％ １２件 
退職関係 ４件 ３６．４％ １１件 
労働組合関係 １件 １６．７％ ６件 

総  数 ７８件 ５４．２０％ １４４件 
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２．６月の雇用情勢について 
 
６月の相談状況は相談者数・相談件数ともに、対前年同月・対前月を下回る傾向にありますが、一人当

たり相談件数では、１．９７件と大幅に上回る状況となっています。表面的な「落ち着き」状況の内側に

「深い悩み」を多く抱えている状況といえます。 
相談者の分布を業種別に検証すると、分類している２０業種（分類不能を含む）の中、相談者全体では

１６の業種に相談者が分布しています。また正社員相談者の業種分布を見た場合１２の業種に分布してい

ます。正社員の相談状況は雇用形態から検証しても相談者数・相談件数ともに最多となり突出した傾向で、

相談者の約５０％、相談件数では全体の約５７％を占める状況となっています。 
相談者と相談件数の状況を検証すると、「卸・小売業・飲食店」の２０人（相談件数３８件 １．９０件

／一人）と「その他サービス業」の１６人（同３４件 ２．１３件／一人）が突出していますが、「金融保

険・不動産業」の３人（同１２件 ４．００件／一人）も１人当たり件数の多さではひときわ突出してお

り、業界そのものの厳しさを反映しています。 
違法率から相談状況を検証した場合、今年最高の違法率を記録しており相談内容が労働者に相当厳しい

内容であることが判ります。相談件数上位の項目に違法率が高い傾向を示していて、相談件数１位の賃金

関係では７８．１％の違法率となっています。差別（違法率５８．３％）と安全衛生（違法率９０．０％）

など労働者福利に直結するものに違法率が高いのも労働環境の厳しさを現すものといえます。 
各種報道の発表では６月は道内の倒産件数・負債総額共に前年同月を下回っていること、企業の景況感

を示す全産業の業況判断指数（ＤＩ）がマイナス１８となり前回調査よりも４ポイント改善したこと等か

ら、景気が回復傾向にあることを強調しています。 
しかし、相談現場では正社員を中心に、賃下げを含む労働条件の引き下げが実行されており内容も違法

状態のものが半数以上となっています。 
これは、この度の景気回復は労働者の犠牲により成り立っていることを象徴するものであり、決して今

後の本格的景気回復・生活者全ての幸せにつながるものではありません。 
労働者の犠牲無き景気回復を私たちはもっと強く主張すべきです。 

以 上 


